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２ 特例水準の指定について

NHO栃木医療センター
（申請受付済み）

獨協医科大学病院
（申請受付済み）

足利赤十字病院
（申請受付済み）

自治医科大学附属病院
（申請受付済み）

芳賀赤十字病院
（申請受付済み）

済生会宇都宮病院
（申請受付済み）

那須赤十字病院
（申請受付済み）
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獨協医科大学
日光医療センター
（申請受付済み）

追 加

追 加



医療圏 ： 県西

獨協医科大学日光医療センター

特例水準
及び

対象診療科
対象人数

B水準

呼吸器内科
消化器内科
脳神経内科
糖尿病・内分泌内科
心臓・血管・腎臓内科

１
２
１
２
３

外科
整形外科
泌尿器科
形成外科・美容外科
麻酔科

４
３
１
１
１

宿日直
許 可

• Ｂ水準の診療科及び対象分野について取得予定
• 予定どおり全ての宿日直許可が取得できた場合は、960h以上の対象
者なしとなるため、申請は取り下げ予定

主な働き方改革の取
組

• 勤怠管理システムの導入
• 特定行為実施看護師、医師事務作業補助者の増員
• タスクシフト・シェアのルール作り、関係職種への説明会

評価センター
受審状況

（評価内容）

• 評価済み
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3 各医療機関の時短計画（概要）

追加

医師の労働時間短縮に向けた医療機関の取組に改善の必要があるが、医師労働時間短縮計画
から今後の取組の改善が見込まれる。



那須赤十字病院 芳賀赤十字病院 足利赤十字病院

特例水準
及び

対象診療科
対象人数

Ｂ水準
内科 １
外科 １
泌尿器科 １

Ｂ水準
外科 ３
整形外科 ２
小児科 ４

Ｂ水準

循環器内科 ３
心臓血管外科 ２
外科 ２
脳神経外科 １

Ｃ－１ 初期臨床研修23
（960ｈ超（想定）は２人）

宿日直
許 可

取得済み 取得済み 一部取得済み

主な働き方
改革の取組

• 特定行為研修を受講する
看護師の増員

• 調剤薬局からの院外処方
内容問合せの対応（土日
祝）

• 医療事務作業補助者の増
員

• ビーコンを用いた労働時
間と自己研鑽の切り分け

• 36協定締結前に36協定
や勤務環境アンケートを
実施、アンケート回答も考
慮して36協定を検討

• 職員満足度調査の実施

• 医師用勤怠管理システム
の導入

• 事務補助者はじめ多職種
によるタスクシフトの推進

• IT活用による業務効率化
• 初期研修医の変形労働時

間制導入

評価センター
受審状況

（評価内容）

• 評価済み • 評価済み • 評価済み

医療圏 県 北 県 東 両 毛
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医療圏 ： 宇都宮

済生会宇都宮病院 ＮＨＯ栃木医療センター

特例水準
及び

対象診療科
対象人数

Ｂ水準

循環器内科７
脳神経内科１
血液・リウマチ科１
呼吸器外科２
整形外科３
心臓血管外科５
耳鼻咽喉科４
泌尿器科３
救急・集中治療部５

Ｂ水準

内科 １
消化器内科 １
外科 １
整形外科 ３
脳神経外科 ２

※連携Ｂは申請せず

宿日直
許 可

取得済み 取得済み

主な働き方
改革の取組

• 新たに就職した医師に書面で業務に該
当しないものを説明する。

• Ｂ水準対象医師には労務管理に関する
研修を年２回実施する。

• 音声入力システムを導入してカルテの一
部を自動作成する。

• 医師：勤務医が行う手術の前日に当直シ
フトを入れないよう配慮を行う。

• 出産・子育て等の支援のため、短時間勤
務、院内保育等を導入

評価センター
受審状況

（評価内容）

• 評価済み • 評価済み
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医師の労働時間短縮に向けた医療機関の取組に改善
の必要があるが、医師労働時間短縮計画案から今後
の取組の改善が見込まれる
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自治医科大学附属病院 獨協医科大学病院

特例水準
及び

対象診療
科対象人

数

Ｂ水準

循環器内科３
消化器肝臓内科６
呼吸器内科７
脳神経内科１
血液科２
整形外科６
泌尿器科２
眼科４
救急科２
小児科３

心臓血管外科２
消化器外科４
呼吸器外科１
脳神経外科３
移植外科２
産婦人科11
耳鼻咽喉科４
麻酔科４
病理診断科１
集中治療部１

Ｂ水準 呼吸器外科１

連携Ｂ
小児科１
上部消化管外科１

救急医学２

Ｃ－１

初期臨床研修10

専攻医２１

• 心臓・血管内科／
循環器内科１

• 腎臓・高血圧内科１
• 脳神経外科２
• 小児科７
• 上部消化管外科１

• 肝・胆・膵外科１
• 心臓・血管外科２
• 整形外科３
• 産婦人科１
• 形成外科／美容外
• 科２

Ｃ－１
 初期臨床研修 105名
 （960超（想定）は１人）

宿日直
許 可

取得予定 取得予定

主な働き
方改革の

取組

• ICカード、スマートフォンによる勤怠管理
• 短時間勤務、一時託児、病児保育、夜間保育等

の環境整備
• 受講計画に基づく特定行為研修の受講

• 単科宿直体制から内科系は６科合同の宿日直
体制に変更

• 医師の労働時間をホームページに掲載（予定）

評価センター
受審状況

（評価内容）

• 評価済み • 評価済み

医療圏 ： 県 南
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医師の労働時間短縮に向けた医療機関の取組は十分に
行われているが、労働時間短縮を進める必要がある

3 各医療機関の時短計画（概要）

医師の労働時間短縮に向けた医療機関の取組に改善の
必要はあるが、医師労働時間短縮計画から今後の取組
改善が見込まれる

追加
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３ アンケート調査について

●医師の働き方改革に向けた県内医療機関の準備状況調査

・調査期間：令和５年11月～12月
・回答方法：Microsoft Forms（WEBアンケート）で実施
・調査範囲：①病院

②有床診療所
・回答状況：①101／108施設

② 25／ 83施設
うち厚労省への回答が必要となる
分娩取扱い医療機関 → 7/16施設

※当該調査は厚生労働省への報告対象
回答内容を踏まえ、必要に応じて、個別の医療機関に
フォローアップ調査を実施予定 11



３ アンケート調査結果①

１．宿日直許可の取得状況

必要な宿日直許可を取得済み

必要な宿日直許可を申請し、結果待ち

必要な宿日直許可の取得のために申請の準備中

必要な宿日直許可の申請を予定していたが、準備未着手

宿日直許可を申請したが許可が得られなかった

宿日直許可が必要ないため、申請していない

業務の性質上、宿日直許可が取得困難と考えて申請していない

宿日直許可が必要かわからない

69 6      27     4      1      18     0      1 12



４ アンケート調査結果②

２．働き方改革による自施設の診療体制への影響

診療体制の縮小は避けられない

診療体制の縮小等は特に生じない

20

106

３．自施設診療体制が縮小した際の地域医療提供体制への影響

地域医療体制の確保は困難となる見込み

地域医療体制は確保できる見込み

影響は不明または未定

10 ９

１ 13



５ アンケート調査結果③

4．４月以降の医師の引き上げ

医師の引き上げ予定あり

医師の引き上げ予定なし

医師の派遣を受けていない

不明・未定

36

15

71

4

14



６ 今後の対応

今後も働き方改革の影響について注視する必要あり。
フォローアップ調査等で各医療機関の状況を適時把握します。

フォローアップ調査等

令和６年４月以降の医師の働き方改革の円滑な実施に向け、
必要な健康確保措置（①勤務間インターバル、②代償休息
の付与、③面接指導）の確認をお願いします。
①、②：B・Ｃ水準＝義務、Ａ水準＝努力義務
③ ：時間外・休日労働が月100時間以上となる前に実施

各医療機関にお願いしたいこと

15

・・・・・・・・・・



医療・介護体制検討部会
実施状況

R6.3.22
県南健康福祉センター総務企画課

令和５（2023）年度第３回県南地域医療構想調整会議
及び第３回県南構想区域病院及び有床診療所会議 参考資料２

令和６（2024）年３月22日（金）



経過
• 県南地域医療構想区域における在宅医療及び医療・介護連携の推進に関す
る事項等を協議する場として令和２年度に設置

• 令和２年度：現状の課題と将来の提供体制について情報共有
• 令和３年度以降：コロナ禍での開催中止
• 令和５年度：在宅医療・介護・行政の実務担当者を構成員として実施
開催日
• 令和６年２月28日
構成員
• 在宅医療分野
ｰ各地区医師会、地区歯科医師会、地区薬剤師会、訪問看護ステーション

• 介護分野
ｰ老人福祉施設、老人保健施設、ケアマネージャー

• 行政
ｰ管内市町担当者

医療・介護体制検討部会

1



議題
(1) 栃木県保健医療計画（第８期）（在宅医療分野）（案）について

• 在宅医療分野の概要、在宅医療の提供体制に求められる医療機能等
(2) 次期保健医療計画の目標値と県南圏域の状況について

• 栃木県保健医療計画（第８期）（在宅医療分野）（案）の「在宅医療の提
供体制に求められる医療機能」の４つの機能別の目標値と県南圏域の

状況 等

(3) 在宅医療・介護連携推進事業における４つの場面※1の取組状況について
• 管内市町の在宅医療・介護連携推進事業の取組状況 等

• 「在宅医療・介護の連携」、「在宅療養者※2の急変時の対応における連携」を

テーマとして、意見交換を実施

※1 ４つの場面：在宅療養者の生活の場において、医療と介護の連携した対応が求められる場面
「日常の療養支援」、「入退院支援」、「急変時の対応」、「看取り」

※2 在宅療養者：自宅や施設で療養する者

医療・介護体制検討部会 実施状況
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意見交換（概要）

＜医療・介護連携がうまくいっている点・課題点＞

• ケアマネジャー中心に、退院時の調整を円滑に進めている
• 市町等が実施する多職種連携研修会が、顔が見える関係づくりにつながっている
• 医療と介護が、直接やりとりする機会を増やし、タイムリーな情報共有を充実させて
いく必要がある

• 連携ツールの活用状況が、機関によって異なっている

＜在宅療養者の急変時の対応の課題点、今後円滑に進めるために＞

• 主治医が医療機関への入院が必要と判断した場合に、受入れ可能な医療機関を見
つけるまでに長時間を要することがある （事前に在宅療養者を病院に登録する手続
きを行っていても、受入れ不可となる場合がある）

• 休日・夜間の急変時に、状況に応じて必要な医療機関へつなぐ仕組が求められる

医療・介護体制検討部会 実施状況
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